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１．背景 

  自動車による移動手段の確保は、日常生活の維持、地域の活性化、観光振興、教育

を受ける機会の確保、外出増加による医療・介護費の削減など、多面的で公共的な意

義があるため、地域の関係者が地域公共交通会議等の場を活用して議論を行い、その

結果を踏まえた取組を行っていく必要がある。 

  その際、地域の公共的な運送は、サービスの安全性及び継続性の観点から、バス、

デマンド交通やタクシーなどの公共交通機関の活用を第一に考えていくことが重要

であり、これらの公共交通機関による運送サービスが十分に確保できない場合には、

道路運送法の定める自家用有償旅客運送制度を組み合わせて移動手段を確保するこ

とを検討すべきであることは、「ラストワンマイル・モビリティ/自動車DX・GXに関す

る検討会」の提言のとおりである。 

  他方、高齢社会や共働きの進展、地域へのさまざまな観光客の来訪などを考慮する

と、地域での互助活動・ボランティア活動による運送、自家使用の自動車による運送

等にも一定の役割を持たせないと社会・経済活動の維持が困難になることも現実であ

る。 

  公共交通機関又は自家用有償旅客運送の利用が困難な住民の運送や他のサービスに

付随して生じる運送の考え方を整理し、運用してきたところであるが、地域における

移動資源の確保がかなり困難になっているなかで、道路運送法における許可又は登録

を要しない運送についても、公共交通機関や自家用有償旅客運送の果たす役割を補完

することが重要であることから、改めて明確化するため、「道路運送法における許可又

は登録を要しない運送の態様について」（平成３０年３月３０日国自旅第３３８号）に

ついて、所要の改正を行う。 

 

２．改正の概要 

（１）利用者から収受するガソリン代等の実費に、保険料及び車両借料等を新たに追加 

（２）宿泊施設、幼稚園等、施設送迎や生活支援サービスなどの主たる事業に付随する

運送において、運送の有無によって利用料が変わらない場合、実費の受領を容認 

   また、宿泊施設等においては、無償運送の運行範囲の考え方を明確化 

（３）通訳案内士等による公的機関が認定する資格を有する観光ガイドがガイドのため

に運送する場合の取扱いを明確化 

（４）その他所要の改正 

 

３．今後のスケジュール（予定） 
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